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推進会議・第二次意見まとまる！焦点は障害者基本法改正に

　2010年１月に始まった障がい者制度改革推進会議は、12月までに29回の会合が重ねられてきた。６月には「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」が出され、「第一次意見を最大限尊重」との閣議決定がなされた。さらに、12月下旬には同・第二次意見がとりまとめられた。

■障害者基本法抜本改正のベースとしての第二次意見

　この第二次意見は、今年の通常国会で審議される予定の障害者基本法の抜本改正を見据えたものだ。第一次意見では、今後の障害者制度改革の工程として、2011年度に基本法の抜本改正、2012年度に総合福祉法（仮）、2013年度に差別禁止法の制定というスケジュールが示されていた。この向こう三年間の工程の第一幕である基本法抜本改正のベースになるのが、この第二次意見というわけだ。そのため、基本法の条文を意識した構成となっている。

　冒頭で基本法改正の趣旨・目的が示された後、総則関係として目的や定義、基本理念、差別の禁止、国や地方公共団体の責務、国民の理解・責務、施策の基本方針等の項目についての推進会議の問題認識と政府に求める意見が述べられている。

　続く、基本的施策関係では、地域生活や労働及び雇用、教育等から国際協力までの16の分野で問題認識と政府に求める意見が展開されている。そして、推進体制では現在の推進会議を発展改組する形でのモニタリング機関の設置が提言されている。

　いずれの項目も、現行の基本法からすると、かなり踏み込んだ内容を提言しているが、今回新設された項目をあげておきたい。

　総則では、障害のある女性、障害のある子ども、国際的協調があげられる。基本的施策関係では、地域生活、精神障害者の地域移行や医療における適正手続き、ユニバーサルデザイン、政治参加、司法手続き、国際協力等である。

　もちろん、既存の項目でも、例えば、教育では障害のある子とない子が同じ場で共に学ぶことを原則とするインクルーシブな教育制度の構築等、大きな改変が求められる内容が多数盛り込まれている。

■第二次意見を活用し、障害者基本法抜本改正を進めよう

　紙幅が限られているので、今後の基本法改正案の検討の中で、ぜひとも押さえておきたい点だけをあげたい。一点目は、「保護の客体から権利の主体への転換」であり、とりわけ、地域で生活する権利の確認という点だ。二点目は、社会モデルに基づく谷間を生まない包括的な障害の定義である。三点目は、国・地方レベルでの当事者過半数によるモニタリング機関の設置だ。

　第二次意見をとりまとめる過程で示された各省庁の見解にも明らかなように、関係省庁からの抵抗は予想以上に強い。今後、基本法改正をめぐる舞台は政治の場に移ることになるが、与野党を超えた各政党への働きかけが重要となる。今回の基本法改正は、その後の総合福祉法・差別禁止法へのスプリングボードに位置する。総合福祉法・差別禁止法を成功裏に制定させていくためにも、第二次意見を活用して、基本法抜本改正に向けた取り組みを進めていこう！　　　　　　　　　　　　　（「月刊われら自身の声」2011年１月号より転載）
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